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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第17期
第２四半期
累計期間

第17期
第２四半期
会計期間

第16期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
７月31日

自平成21年
５月１日
至平成21年
７月31日

自平成20年
２月１日
至平成21年
１月31日

売上高（千円） 3,448,6511,752,1867,033,515

経常利益（千円） 109,036 76,702 243,433

四半期（当期）純利益（千円） 50,994 37,220 118,307

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） －　 291,647 291,647

発行済株式総数（株） －　 8,230 8,230

純資産額（千円） －　 1,273,3631,261,918

総資産額（千円） －　 4,127,7254,057,604

１株当たり純資産額（円） －　 154,646.78153,331.57

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 6,196.154,522.5114,375.11

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 6,192.394,517.57 －

１株当たり配当額（円） － － 5,000

自己資本比率（％） －　 30.8 31.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
66,869 －　 589,560

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△337,180 －　 △457,536

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
89,436 －　 54,134

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） －　 251,135 432,009

従業員数（人） －　 253 260

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。 
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年７月31日現在

従業員数（人） 253 (604)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当第２四半期会計期間の平均人員

を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　該当事項はありません。

(2) 受注実績

　　　　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第２四半期会計期間における販売実績を都道府県別に示すと、次のとおりであります。

 売上金額（千円） 前年同期比（％）

ラーメン事業         

北海道 447,032 －

茨城県 248,647 －

栃木県 126,809 －

埼玉県 176,817 －

千葉県 237,133 －

群馬県 102,321 －

東京都 37,269 －

宮城県 32,719 －

静岡県 110,581 －

福島県 23,602 －

神奈川県 67,913 －

岐阜県 25,578 －

山梨県 33,417 －

山形県 16,321 －

愛知県 35,100 －

三重県 30,919 －

合計 1,752,186 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

  

４【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1) 業績の状況

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年のサブプライムローン問題、リーマンショックに端を発する金

融危機から依然として景気回復の兆しが見えず、個人消費全体が低迷する傾向が続いております。外食産業におき

ましても、景気後退による消費者の節約志向が続いており、外食頻度の減少・中食への移行等による来客数の減少

など、依然として厳しい経営環境が続いております。

　このような状況下、当社ではより魅力的な期間限定メニューの販売、店長・社員からパートアルバイトまでの定期

的な教育研修、社内サービスコンテストの実施等により、ＱＳＣレベルの向上を図り、新規顧客・リピーターの確保

・売上向上に積極的に取り組んでまいりました。また、埼玉県に１店舗、千葉県に１店舗、北海道に１店舗の出店を

行い、当第２四半期会計期間末の店舗数は96店舗となりました。

　一方コスト面につきましては、パートアルバイトの戦力化・ワークスケジュール管理により時間毎に個々の店舗

に応じた適切な人員を配し、人件費の適正化を継続的に行っております。また、既存店への電化厨房設備導入につい

ても、光熱費削減効果が高いと見込まれる店舗を中心に順次行っており、徐々に効果が現れてきております。

　その結果、当第２四半期会計期間の売上高は1,752,186千円、経常利益は76,702千円となり、四半期純利益は37,220

千円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して180,874千円減少し、251,135千

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、130,416千円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益71,728千円及び減価償却費78,714千円あったことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、250,149千円となりました。これは主に、新店舗の

開設により有形固定資産の取得による支出が239,054千円あったことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、3,126千円となりました。これは主に、新規の長期

借入による収入が200,000千円ありましたが、長期借入金の返済による支出が144,453千円、短期借入金の純減少額

が51,000千円あったことなどによるものであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はあり

ません。

　(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　前四半期会計期間末に計画中であった設備計画のうち、当第２四半期会計期間に完成したものは次のとおりであ

ります。

事業所名
(所在地)

事業部門の
名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物及
び構築
物

工具器
具備品

差入保
証金等

その他 合計

ラーメン山岡家伊奈町店

（埼玉県北足立郡）

ラーメン

事業

店舗

設備 
23,552 118 2,0007,45733,128２（11）

ラーメン山岡家成田飯仲店

（千葉県成田市）

ラーメン

事業

店舗

設備
31,811 137 18,3707,54457,865２（14）

ラーメン山岡家朝里店

（北海道小樽市）

ラーメン

事業

店舗

設備
28,737 － 810 5,12334,671３（７）

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当第２四半期会計期間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

平成21年７月31日現在

事業所名（所在地）
設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月 完成後の
増加能力
（席）

総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

ラーメン山岡家

沼津柿田川店

（静岡県駿東郡）　

営業

店舗  
41,600 － 長期借入金 平成21年９月平成21年11月 56

ラーメン山岡家

かずみがうら店

（茨城県かすみがうら

市） 

営業

店舗 
43,0001,500長期借入金 平成21年９月平成21年11月 42

ラーメン山岡家

音羽蒲郡店

（愛知県豊川市） 

営業

店舗  
56,000 － 長期借入金 平成21年10月平成21年12月 50

ラーメン山岡家

東松山店

（埼玉県東松山市）

営業

店舗  
48,000 － 長期借入金 平成21年12月平成22年２月 34

（注）１．投資予定金額には、敷金及び保証金を含んでおります。

　　　２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 32,920

計 32,920

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年７月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年９月14日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引

業協会名
内容

普通株式 8,230 8,230 ジャスダック証券取引所 （注）

計 8,230 8,230 － －

　（注）１．発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であ

　　　　　　ります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成21年９月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

３．当社は単元株制度は採用しておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年４月28日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 214

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 214

新株予約権の行使時の払込金額（円） 590,149

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月29日

至　平成23年４月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

590,149

295,075

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

　　　　だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

　　　　ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社　

　　　　が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ

　　　　必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
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　　　２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権１

　　　　個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

　　　　①　当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　②　当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

　　　　　社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自

　　　　　己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払

　　　　　込金額は１株当たり処分価額を読み替えるものとする）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　　　　なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

　　　３．新株予約権の行使の条件について

　　　　①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役

　　　　　、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

　　　　②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

　　　　③その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と

　　　　　新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

　　　　④新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。

　　　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年４月24日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年７月31日）

新株予約権の数（個） 251

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 251

新株予約権の行使時の払込金額（円） 107,000

新株予約権の行使期間
自　平成23年５月26日

至　平成26年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

107,000

53,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

　　　　だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

　　　　ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社　

　　　　が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ

　　　　必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
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　　　２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権１

　　　　個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　②　当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

　　　　　社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場合、または、当社が時価を下回る価額で自

　　　　　己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払

　　　　　込金額は１株当たり処分価額を読み替えるものとする）

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　　　　　なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

　　　３．新株予約権の行使の条件について

　　　　①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役

　　　　　、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

　　　　②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

　　　　③その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と

　　　　　新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

　　　　④新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年５月１日～

平成21年７月31日 
－ 8,230 － 291,647 － 272,747
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（５）【大株主の状況】

　 平成21年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

山岡　正 札幌市北区　 3,790　 46.05　

山岡　江利子 東京都渋谷区 728　 8.84　

丸千代山岡家社員持株会 札幌市東区東雁来７条１丁目４番１９号 400　 4.86　

谷内　輝彰 千葉県習志野市 310　 3.76　

㈱エヌ・ジー・シー 東京都台東区浅草１丁目43番８号 301　 3.65　

塩尻　榮子　 茨城県つくば市 162　 1.96　

大和　茂夫 千葉県柏市 104　 1.26　

徳増　秀仁 茨城県つくば市 101　 1.22　

朝日火災海上保険㈱ 東京都千代田区神田美土代町７ 82　 0.99　

宗石　徳代 東京都葛飾区 64　 0.77　

計 － 6,042　 73.41　

　

EDINET提出書類

株式会社丸千代山岡家(E03470)

四半期報告書

10/25



（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成21年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,230 8,230

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 8,230 － －

総株主の議決権 － 8,230 －

  

②【自己株式等】

平成21年７月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株） 

他人名義所有

株式数（株） 

所有株式数の

合計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数の

割合（％） 

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高（円） 96,00099,00095,50097,000115,000128,000

最低（円） 77,10076,60088,00088,10094,400105,200

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成21年５月１日から平成21

年７月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、創研合同監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 251,135 432,009

店舗食材 89,694 67,004

前払費用 65,212 68,666

繰延税金資産 9,490 9,490

その他 17,733 14,161

流動資産合計 433,267 591,332

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,061,153 1,987,210

構築物（純額） 307,066 327,800

土地 340,516 340,516

建設仮勘定 122,923 5,964

その他（純額） 62,383 25,859

有形固定資産合計 ※
 2,894,043

※
 2,687,351

無形固定資産

ソフトウエア 12,435 16,135

その他 3,481 3,481

無形固定資産合計 15,916 19,616

投資その他の資産

投資有価証券 11,200 8,952

敷金及び保証金 532,472 520,480

保険積立金 136,395 128,721

繰延税金資産 37,830 38,497

その他 66,599 62,651

投資その他の資産合計 784,498 759,303

固定資産合計 3,694,458 3,466,271

資産合計 4,127,725 4,057,604
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 168,903 153,077

短期借入金 32,000 12,400

1年内返済予定の長期借入金 675,830 642,199

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払金 316,865 351,275

未払法人税等 60,090 110,860

その他 44,538 74,096

流動負債合計 1,308,227 1,353,908

固定負債

社債 105,000 110,000

長期借入金 1,388,540 1,304,839

リース債務 26,659 －

その他 25,936 26,937

固定負債合計 1,546,135 1,441,776

負債合計 2,854,362 2,795,685

純資産の部

株主資本

資本金 291,647 291,647

資本剰余金 272,747 272,747

利益剰余金 708,991 699,147

株主資本合計 1,273,385 1,263,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △642 △1,622

評価・換算差額等合計 △642 △1,622

新株予約権 620 －

純資産合計 1,273,363 1,261,918

負債純資産合計 4,127,725 4,057,604
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

売上高 3,448,651

売上原価 909,484

売上総利益 2,539,166

販売費及び一般管理費 ※
 2,438,865

営業利益 100,301

営業外収益

受取利息 2,019

協賛金収入 4,234

受取賃貸料 9,529

受取手数料 9,135

その他 3,712

営業外収益合計 28,630

営業外費用

支払利息 18,487

社債利息 664

その他 743

営業外費用合計 19,895

経常利益 109,036

特別損失

固定資産売却損 4,815

固定資産除却損 158

特別損失合計 4,974

税引前四半期純利益 104,062

法人税等 53,067

四半期純利益 50,994
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
　至　平成21年７月31日)

売上高 1,752,186

売上原価 454,875

売上総利益 1,297,310

販売費及び一般管理費 ※
 1,226,438

営業利益 70,871

営業外収益

受取利息 865

協賛金収入 2,117

受取賃貸料 5,330

受取手数料 5,655

その他 1,985

営業外収益合計 15,954

営業外費用

支払利息 9,078

社債利息 338

その他 706

営業外費用合計 10,123

経常利益 76,702

特別損失

固定資産売却損 4,815

固定資産除却損 158

特別損失合計 4,974

税引前四半期純利益 71,728

法人税等 34,508

四半期純利益 37,220
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 104,062

減価償却費 150,565

株式報酬費用 620

受取利息及び受取配当金 △2,198

支払利息 19,152

有形固定資産売却損益（△は益） 4,974

保険差益 △169

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,809

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,383

長期前払費用の増減額（△は増加） △4,891

仕入債務の増減額（△は減少） 15,825

その他の流動負債の増減額（△は減少） △74,828

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,001

小計 191,685

利息及び配当金の受取額 497

利息の支払額 △22,085

法人税等の支払額 △103,227

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △319,378

有形固定資産の売却による収入 280

無形固定資産の取得による支出 △460

投資有価証券の取得による支出 △600

その他 △17,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 19,600

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △382,668

社債の償還による支出 △5,000

割賦債務の返済による支出 △175

リース債務の返済による支出 △1,695

配当金の支払額 △40,623

財務活動によるキャッシュ・フロー 89,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,874

現金及び現金同等物の期首残高 432,009

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 251,135
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、たな卸資産の評価基準を主として月次総

平均法による原価法から主として月次総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）に変更しております。

　この変更に伴う損益への影響はありません。

 (2) リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号）を第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。ただし、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。

　この変更に伴う損益への影響は軽微であります。

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負

債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等の著

しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末から

大幅な変動がないと認められる場合は、前事業

年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方

法によっております。 
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

１．税金費用の計算方法 　税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年７月31日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,442,533千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,304,338千円であ

ります。 

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

　次のとおりであります。

給与手当  550,753千円

雑給  561,609 

水道光熱費  340,221 

地代家賃  257,047 

 

当第２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は

　次のとおりであります。

給与手当  274,083千円

雑給  290,977 

水道光熱費  156,733 

地代家賃  130,005 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年７月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 251,135

現金及び現金同等物 251,135

 

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年７月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年

７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　8,230株 

 

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高 620千円

４．配当に関する事項

配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年４月24日

定時株主総会
普通株式 41,150 5,000平成21年１月31日平成21年４月27日利益剰余金

 

（有価証券関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年７月31日） 

　当社が保有する有価証券は、事業の運営において重要なものではなく、また、前事業年度の末日に比べて著しい変

動もありません。 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年７月31日）

　デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除いております。 

 

（持分法損益等）

　当第２四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）及び当第２四半期会計期間（自　平成21年

５月１日　至　平成21年７月31日）

　該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

　当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 第２回ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ３名、監査役　１名、当社従業員 166名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　251株

 付与日  平成21年６月12日

 権利確定条件
 付与日（平成21年６月12日）以降、権利確定日（平成23年

５月26日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  自平成23年５月26日　至平成26年５月25日

 権利行使価格（円） 107,000円

 付与日における公正な評価単価（円） 35,104円

（企業結合等関係）

　当第２四半期会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年７月31日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

１株当たり純資産額 154,646.78円 １株当たり純資産額 153,331.57円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6,196.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 6,192.39円

１株当たり四半期純利益金額 4,522.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 4,517.57円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 50,994 37,220

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 50,994 37,220

期中平均株式数（株） 8,230 8,230

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－)

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） (－) (－)

普通株式増加数（株） 5 9

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前事業年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（重要な後発事象）

　当第２四半期会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第２四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）

　「リース取引に関する会計基準」を早期適用し、既存分のリース取引で所有権移転外ファイナンス・リース取引

について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第２四半期会計期間末におけるリース

取引残高は前事業年度に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年９月14日

株式会社丸千代山岡家

取締役会　御中

創研合同監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 本間　寛　　　印

 業務執行社員  公認会計士 桑原　茂樹　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社丸千代山岡

家の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第17期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年５月１日から平成21

年７月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社丸千代山岡家の平成21年７月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

        ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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